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諮問庁：独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 

諮問日：平成２９年７月２８日（平成２９年（独個）諮問第４６号） 

答申日：平成２９年１２月２５日（平成２９年度（独個）答申第５７号） 

事件名：本人が提出した「特定職業能力開発促進センターにおける３月コース

の訓練の辞退について」の不開示決定（不存在）に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

「本人が当時の特定職業能力開発促進センターＡ（現特定職業能力開発

促進センターＢ）宛てに提出した平成２７年特定月日付けの「特定職業能

力開発促進センターＡにおける３月コースの訓練の辞退について（通知）」

の書面※特定ＦＡＸ番号にて送付したもの。特定数字」に記録された保有

個人情報（以下「本件対象保有個人情報」という。）につき，これを保有

していないとして不開示とした決定は，妥当である。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

本件審査請求の趣旨は，独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関

する法律（以下「法」という。）１２条１項の規定に基づく開示請求に対

し，独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構（以下「機構」，「処

分庁」又は「諮問庁」という。）が，平成２９年６月６日付け２９高障求

発第８３号により行った不開示決定（以下「原処分」という。）について，

取り消し，本件対象保有個人情報の開示を求めるというものである。 

２ 審査請求の理由 

  審査請求の理由は，審査請求書及び意見書の記載によると，おおむね以

下のとおりである。 

（１）審査請求書 

ア 処分庁は，原処分において，保有期限を１年未満とし，かつ，不存

在として不開示としたが，本件は国の予算を利用した雇用促進のため

の事業であり，かつ，本内容は辞退届であるので，軽微なものとは考

えられず保有期限の解釈が間違っている。なお，その根拠として，民

間においては，会計法により７年という解釈も可能，という説もある。

（あくまで参考：国税庁Ｎｏ．５９３０ 帳簿書類等の保存期限及び

保存方法 添付２ 無論，解釈により異なると思われる） 

イ 保有期限の解釈が間違っている以上，審査請求事案であり，文書の

存否を再度調査するよう求める。 

（資料は省略） 
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（２）意見書１ 

主張については，すでに，審査請求書で提出しているところである。

なお，証拠等について，追加で次の通り主張するものである。 

ア 開示請求案件のＦＡＸの送信記録について 

開示請求にある案件のＦＡＸの送信記録が現存する（添付１）。こ

れは，コンビニエンスストアから送信されたものであるが，文字等

は見づらいものとなっている。 

内容は実質『辞退届』であるが，『職業訓練受給給付金』に関する

申請手続きが困難である為，という主旨の理由が添えられている。 

『辞退届』と言うのは，単に『辞めます』というだけではなく，辞

める理由が添えられているものであるし，その理由如何にとっては，

職業訓練の事業が適切かどうかを左右するような内容が記載されて

いることもある。 

そのような文書が単なる雑多な文書と同様の扱いをされてよいはず

はなく，事業の根幹に係る内容が記載されている可能性もあるため，

少なくとも，相手側が主張する『軽微な内容』には当たらない，と

主張するとともに，訓練に係る『辞退届』は会計法を準用した文書

保管をするべき内容のものである，と主張する。 

イ もうひとつの『情報開示』案件と適切な文書管理や情報開示につい

て 

平成２９年７月１０日付で，相手側と同じ『厚生労働省所管』の某

機構に情報開示に関する審査請求書を提出している（添付２）が，

約２カ月たった本日になっても，これに対する連絡は一切ない。通

常は，貴会に審査請求書が回ってくるのではないだろうか。 

この案件は，書面の本文は開示されたが，添付資料は開示されてい

ないので開示していただきたい，というものである。なぜそうなっ

てしまっているのかは不明である。 

ただ，その件といい，今回の件といい，他の案件といい，特に，厚

生労働省やその所管のところは，書類の保管に関して適切に対応い

ただけないような感覚に陥ることがある。これに関し警鐘を鳴らす

ものである。 

（資料は，省略） 

（３）意見書２ 

主張については，すでに，審査請求書で提出しているところである。 

また，証拠等，追加で次の通り主張を９月２日付にて既に審査会宛て

に送付した。その件に関し，さらに追加で，次の通り証拠等を送信する。 

もうひとつの『情報開示』案件と適切な文書管理や情報開示について

（追加） 
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平成２９年９月２日付の文書内２の『平成２９年７月１０日付で，

相手側と同じ『厚生労働省所管』の某機構に情報開示に関する審査

請求書を提出している（添付２）』というものに関し，一部補足で，

受領印のある文書を追加添付する。なお，個人情報のものがある為

一部黒塗りとしている。 

（資料は，省略） 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

   本件審査請求にあっては，以下の理由により原処分維持が適当であると

考える。 

１ 審査請求の経緯 

平成２９年５月１日付けで審査請求人から下記２の本件請求保有個人情

報の開示請求があった。これに対し機構は，下記３のとおり本件対象保有

個人情報を特定し，探索した結果，これを保有していないため，不存在と

して平成２９年６月６日付けで法１８条２項により不開示の決定を行った。 

その後，審査請求人から平成２９年７月３日付けの審査請求書が提出さ

れ，平成２９年７月５日付けで受理したものである。 

２ 本件請求保有個人情報について 

審査請求人から平成２９年５月１日付けで「当時の特定職業能力開発促

進センターＡ（現特定職業能力開発促進センターＢ）宛てに提出した平成

２７年特定月日付の『特定職業能力開発促進センターＡにおける３月コー

スの訓練の辞退について（通知）』の書面※特定ＦＡＸ番号にて送付した

もの。特定数字」の開示請求があった。 

３ 本件対象保有個人情報について 

本件請求保有個人情報の開示請求につき，審査請求人がポリテクセンタ

ーＡ（現ポリテクセンターＢ）の入所選考を受験した後において，審査請

求人がポリテクセンターＡにＦＡＸにより送付したとされる辞退に係る文

書に記載された保有個人情報と特定した。 

４ 本件対象保有個人情報が存在しないことについて 

（１）審査請求人は，当該辞退に係る届出を機構において事務処理上必要な

１年未満の期間保存としていることについて，本件は国の予算を利用し

た雇用促進のための事業であり，かつ，本内容は辞退届であるので，軽

微なものとは考えられず保有期限の解釈が間違っていると主張している。

また，その根拠として，民間においては，会計法により７年という解釈

も可能，という説もある（あくまで参考：国税庁Ｎｏ．５９３０帳簿書

類等の保存期間及び保存方法添付２無論，解釈により異なると思われる）

と述べており，当機構の文書保存期間に係る解釈が間違っている以上，

審査請求事案であり，当機構において文書の存否を再度調査した上で開

示すべきであると主張している。 
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（２）当機構においては，「公文書等の管理に関する法律」（平成２１年法

律第６６号）に基づき，当機構における文書の管理に係る規程（※別添

『文書管理規程』参照）や，法人文書分類基準表（※別添『平成２７年

６月１５日付け２７高障求企発第３７号の３「平成２６年度法人文書フ

ァイル管理簿の更新について」の別添７』参照）を定めている。 

当該文書（離職者訓練の辞退に係る届出）の保存期間は１年以内とし

ているところであるが，これは，離職者訓練の入所選考を受けた方や入

所選考に合格された方からの辞退に係る届出については，この情報を記

録した後は，当該辞退に係る届出が事務処理上不要となることによる

（必要とされる保存期間は最長１ヶ月程度であること。）。 

したがって，当機構において当該文書の保存期間を１年以内としてい

ることについては，適正な対応であると考えている。 

※ 文書保存期間については，「行政文書の管理に関するガイドラ

イン」（平成２３年４月１日内閣総理大臣決定）の「第４整理」の

「（保存期間基準）」において「文書管理者は，規則の別表第１に

基づき当該文書管理者が管理する行政文書について，職員が適切に

保存期間の設定ができるよう，具体的な業務及び文書に即して，

「○○課標準文書保存期間基準」を定めるものとする。」等に鑑み，

当機構の事業の性質，内容等に応じた設定を行っているところ。

（別添『文書管理規程第１４条』参照） 

（３）なお，念のため，現時点において当該文書が存在するかについて確認

を行ったところ，当該文書は存在しなかった。当時，審査請求人からＦ

ＡＸにより辞退届を受け付けたかについては，現時点に至っては確認が

できないところであるが，仮にＦＡＸで受け付けた場合であっても該当

文書は前述のとおり既に廃棄されているものと考えられる。このため，

文書不存在により不開示とした当機構の決定は妥当なものと考える。 

５ 審査請求人の主張について 

審査請求人は文書の保存期間の解釈の誤りを主張するが，文書の保存期

間の取扱いに誤認はなく，原処分を維持することの判断に何ら影響するも

のではない。 

（別添資料は，省略） 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

   ① 平成２９年７月２８日  諮問の受理 

   ② 同日          諮問庁から理由説明書を収受 

   ③ 同年９月４日      審査請求人から意見書１及び資料１を収

受 

   ④ 同月５日        審査請求人から意見書２及び資料２を収
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受 

⑤ 同年１２月７日     審議 

⑥ 同月２１日       審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件対象保有個人情報について 

本件対象保有個人情報は，「本人が当時の特定職業能力開発促進センタ

ーＡ（現特定職業能力開発促進センターＢ）宛てに提出した平成２７年特

定月日付けの「特定職業能力開発促進センターＡにおける３月コースの訓

練の辞退について（通知）」の書面※特定ＦＡＸ番号にて送付したもの。

特定数字」に記録された保有個人情報である。 

処分庁は，本件対象保有個人情報の開示請求に対し，本件対象保有個人

情報を保有していないとして不開示とする原処分を行い，諮問庁も原処分

を妥当としているので，以下，本件対象保有個人情報の保有の有無につい

て検討する。 

２ 本件対象保有個人情報の保有の有無について 

（１）諮問庁は，本件対象保有個人情報の保有の有無について，理由説明書

（上記第３）の４のとおり説明し，本件対象保有個人情報が記録された

文書の不存在により，不開示とした処分庁の決定は妥当である旨説明す

る。 

（２）当審査会事務局職員をして諮問庁に対し更に詳細な説明を求めさせた

ところ，諮問庁の説明は以下のとおりであった。 

ア 離職者訓練の辞退について 

（ア）離職者訓練の入所選考を受けた者や入所選考に合格した者が，訓

練を辞退しようとする場合は，特段様式はないが，本人であること

が確認できた場合は，口頭，書面など任意の方法で，職業能力開発

促進センターに伝えればよい。 

（イ）通常，訓練の辞退は口頭で行われている。 

（ウ）職業能力開発促進センターに辞退の意思表示があった場合は，公

共職業安定所に連絡した上で，入所者名簿から削除している。 

イ 文書の保存期間について 

（ア）機構では，公文書等の管理に関する法律に基づき定めた独立行政

法人高齢・障害・求職者雇用支援機構文書管理規程（以下「文書管

理規程」という。），これに基づき，分類名，標準法人文書ファイ

ル名，保存期間などを定めた「法人文書分類基準表」等に基づいて，

機構が作成又は取得した法人文書について，分類し，名称を付する

とともに，保存期間及び保存期間の満了する日を設定すること等を

通じて，法人文書の管理を行っているところである。 

（イ）上記ア（イ）のとおり，通常，訓練の辞退は口頭で行われている
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ことから，書面による辞退の届出については，想定しておらず，こ

のため，書面による辞退の届出の文書は，法人文書分類基準表には

記載されていない。 

（ウ）このような文書については，法人文書分類基準表の保存期間の根

拠とされている文書管理規程別表第１「文書保存期間基準表」の

「第６類（事務処理上必要な１年未満の期間保存）」に該当するこ

とから，これに基づき廃棄されていると考えられる。 

ウ 文書の存否について 

（ア）本件開示請求を受けて，特定職業能力開発促進センターＢにおい

て担当者が文書の探索を行ったが，該当する辞退届は発見されなか

った。 

（イ）当時，審査請求人からＦＡＸにより辞退届を受け付けたかについ

ては，現時点に至っては確認できないところであるが，仮にＦＡＸ

で受け付けた場合であっても，辞退届を送付したとされる時期から

１年以上の期間が経過した後に本件開示請求が行われており，上記

イ（ウ）のとおり，既に廃棄されているものと考えられる。 

（３）当審査会において，諮問庁から，文書管理規程及び法人文書分類基準

表の提示を受け，確認したところ，上記（２）イ（イ）及び（ウ）の諮

問庁の説明のとおり，法人文書分類基準表には，訓練の辞退の届出の文

書は記載されておらず，また，文書管理規程の別表第１「文書保存期間

基準表」には，「第６類（事務処理上必要な１年未満の期間保存）」の

記載が認められた。 

（４）上記（２）イ及びウの諮問庁の説明は，文書管理規程等に基づくもの

であり，不自然・不合理な点はなく，これを覆すに足りる事情も認めら

れない。 

したがって，処分庁において本件対象保有個人情報を保有していない

とする諮問庁の説明は是認せざるを得ない。 

３ 審査請求人のその他の主張について 

審査請求人は，その他種々主張するが，いずれも当審査会の上記判断を

左右するものではない。 

４ 本件不開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件対象保有個人情報につき，これを保有していない

として不開示とした決定については，機構において本件対象保有個人情報

を保有しているとは認められず，妥当であると判断した。 

（第３部会） 

委員 岡島敦子，委員 葭葉裕子，委員 渡井理佳子 


